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基準地震動の策定に係る審査について 
 

令和２年１２月１６日 
原子力規制委員会  

１．基準地震動の策定に係る審査の基本的考え方  

 
〇基準地震動の策定に係る審査は、設置許可基準規則1及びその解釈2に適合

するか否かを地震ガイド3を参照しながら行うものであり、基準地震動が、

地震動評価に大きな影響を与えると考えられる不確かさを考慮して適切

に策定されていることを、地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観

点から判断している。 

〇この基準地震動の策定過程において用いられる地震モーメントは、経験式

を用いて求められることがある。複雑な自然現象の観測データにばらつき

が存在するのは当然であり、経験式とは、観測データに基づいて複数の物

理量等の相関を式として表現するものである。 

〇内陸地殻内地震の地震動評価で一般的に用いられている経験式は、入倉・

三宅式である。同式は、震源断層面積と地震モーメントとの関係を一意的

に示す経験式であり、強震動予測レシピ4を構成する関係式の一つである。

強震動予測レシピを用いて地震動評価を行う場合には、強震動予測レシピ

に示された関係式及び手順に基づいて行っていることを審査で確認して

いる。また、その際、強震動予測レシピに示されていない方法をとる場合

には、その方法に十分な科学的根拠を要する。 

〇審査では、入倉・三宅式を用いて地震モーメントを計算する際、式の基と

なった観測データのばらつきを反映して計算結果に数値を上乗せする方

法は用いていない。このような方法は、強震動予測レシピで示された方法

ではなく、かつこのような方法の科学的根拠を承知していないからである。 

                                                   
1実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 
年原子力規制委員会規則第 5 号） 

2 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定） 
3基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会

決定） 
4震源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）（地震調査推進本部 地震調査委

員会） 

原子力規制委員会了承文書（2020FY-78）令和2年12月16日（議題3資料3）



2 
 

〇基準地震動の策定に係る審査においては、以上のような考え方により、総

合的な観点から、基準地震動の妥当性を判断することとしている。 
 
２．大飯発電所の基準地震動の策定に係る審査  

 
〇大飯発電所の基準地震動（「FO-A～FO-B～熊川断層による地震」の地震

動評価）の策定に係る審査においては、基準地震動が、１．に示した基本

的考え方に基づき、敷地及び敷地周辺の地域的な特性を踏まえて、地震学

及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から不確かさを十分に考慮し

て策定されていることを確認し、妥当なものであると判断している。 

〇具体的には、震源断層面積の設定にあたっては、「FO-A～FO-B 断層」と

「熊川断層」との間には、約 15km の離隔があるものの、敷地の前面に位

置しており連動させた場合に地震動評価への影響が大きいことなどから、

連動を考慮して震源断層の長さを保守的に設定していること、震源断層の

上端・下端から求まる震源断層幅も保守的に設定していることを確認して

いる。入倉・三宅式を適用して求められた「FO-A～FO-B～熊川断層によ

る地震」の地震モーメントは、その結果、十分に保守的なものとなってい

る。 

〇この地震モーメントを用いた基本ケースの地震動評価においては、地震動

評価に大きく影響するアスペリティを断層浅部に設定していること、さら

に不確かさケースとして、短周期の地震動レベルを 1.5 倍としたケース、

断層傾斜角の不確かさに伴い地震モーメントが大きくなるケース、断層が

敷地の極近傍に位置することを踏まえ不確かさを重畳させたケース等を

設定していることなど、各種の不確かさを十分に反映した地震動評価を行

っていることを確認している5。 

 

                                                   
5設置許可基準規則の解釈別記２第４条第５項では、不確かさを考慮して地震動評価を行

い、基準地震動を策定することを要求している。また、地震ガイドの「1.1 目的」の「図

－１ 基準地震動の策定に係る審査フロー」でも同様の記載がある。 




